
エールしりべし！お弁当 Deli 事業実施要領 

 

第１ 目的 

 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況となっている飲食店を応

援するため、倶知安町内の事業者・団体・官公庁等が連携し、飲食店からデリバリ

ーによりお弁当等を共同購入する仕組みを構築することで、飲食店の需要喚起を図

り、消費を拡大することを目的とする。 

 

第２ 対象者 

 本事業の対象者は、次のとおりとする。 

（１）飲食店 

   飲食店として必要な営業許可を受け、倶知安町市街地にお弁当等の配達がで

きる後志管内に店舗を有する飲食店とする。 

（２）応援団体 

   倶知安町市街地を配達先とし、毎週１回以上、かつ 1 回の注文数が原則とし

て５個以上のお弁当等の注文ができる事業者・団体・官公庁等とする。 

 

第３ 飲食店の参加申込及び決定等 

（１） 本事業に参加する飲食店は公募によるものとし、公募する店舗数は、応援団

体の登録数を考慮した上で、北海道後志総合振興局（以下「振興局」とい

う。）が別に定める。 

（２） 本事業に参加を希望する飲食店は、別紙１「飲食店申込票」又は簡易申請フ

ォームにより振興局に申し込むものとする。 

（３） 振興局は、申込内容を審査した上、参加を決定する。 

（４） 申込が多数の場合は、抽選とする。その際、本事業の参加回数が少ない飲食

店を優先して決定する。 

（５） 飲食店の参加は、原則として１週間単位（平日に限る。）とする。 

 

第４ 応援団体の参加申込及び登録 

（１） 本事業に参加を希望する事業者・団体・官公庁等は、別紙２「応援団体申込

票」又は簡易申請フォームにより振興局に申し込むものとする。 

（２） 振興局は、申請内容を審査、必要な調整を行った上、応援団体として登録を

行う。 

（３） 登録された応援団体は、原則として後志総合振興局ホームページで名称を公

表するとともに、本事業に参加する飲食店に対し、配達に必要な応援団体の

情報を提供する。 

 

第５ 販売品目 



 販売品目は、飲食店の営業許可の範囲内で行うことができる弁当等とする。 

 

第６ 応援団体の発注手続 

（１） 応援団体へのお弁当の配達は、あらかじめ応援団体毎に定めた曜日に行うも

のとする。 

（２） 振興局は、本事業で飲食店が販売するお弁当等のメニューを取りまとめ、毎

週水曜日までに、翌週分のメニューを応援団体に送付する。 

（３） お弁当等の注文及び代金の支払いは、応援団体から飲食店へ直接行うものと

する。 

 

第７ 実施期間 

 本事業の実施期間は、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、別に定

める。 

 

第８ 事務局 

本事業の事務局は、振興局地域創生部地域政策課とする。 

 

第９ その他 

本実施要領に定めのない事項及び上記の定めにより難い場合については、事務局

が別に定める。 

 

附則 この要領は、令和３年２月２２日から施行する。 

 



別紙１

エールしりべし！お弁当 Deli 飲食店申込票

送り先：北海道後志総合振興局地域創生部地域政策課

FAX 番号 0136-22-0948

店舗名

所在地

連
絡
先

担当者名

電話番号/FAX

メールアドレス

注文方法 電話 FAX MAIL

販売予定品

品名
価格

（税込）

1日あたり

販売可能

個 数

配達できる最小個数
1ヶ所

個以上

注文期限 例）配達の 3日前

配達が可能な曜日及び時間帯すべてに○をお願いします。

月 火 水 木 金

午前（昼食用）

午後（夕食用）

LUCKY 倶知安店での対面販売（土・日）を検討していますが、実施する場合参加を検

討しますか。

該当する項目にチェックをお願いします。

※別途費用がかかります。

※保健所の許可及びお弁当の食品表示が必要です。

※販売員の配置は出店者側での対応となります。

※対面販売の日時等の詳細は、別途調整します。

全日出店

半日出店（午前・午後）

出店しない

Web 申込は

こちら→



別紙 2

エールしりべし!お弁当 Deli 応援団体申込票

送り先：北海道後志総合振興局地域創生部地域政策課

FAX 番号 0136-22-0948

会社・団体名

公表用の名称※

□上記と同じ □非公表希望

□別名での公表
（

）

※振興局のホームページ等で紹介させていただきます。

住所 （配達先）

連絡先

（担当者名）

（電話番号）

（FAX 番号）

（メールアドレ

ス）

事業所の従業員数 約 名

希望する注文回数 週 回

１回の注文数（目安） 約 個

希望する曜日・時間帯に全て○をつけてください。
※各日の注文数等が偏らないよう振興局で調整の上、配達日時を決定します。

※飲食店によっては、午前・午後の配達に対応できない場合があります。（週毎に送付するメニューを御参照下さ

い。）

月 火 水 木 金 いつでも良い

午前

（昼食用）

午後

（夕食用）

飲食店への応援メッセージ（任意）※振興局のホームページ等で紹介させていただきます。


